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【現状の下水道施設の中央監視システム】

・最初に受注したベンダー（既設ベンダー）の独自技術によって、
中央監視システムが構成されている

→既設ベンダー以外は触れないシステム構成

【時代のニーズ】

・あらゆる関係者が情報共有できる環境
公平な競争性が確保できる環境 が求められている。

 この現状が解決できるような環境整備の取組がそろそろ必要では。

 背景と目的1

本 発 表 の 背 景

ベンダーロックイン解消に向けて実際どのような取組を行ったのか、

その紹介と、発注後の状況、導入の際の配慮点を伝達することを目的とする。

本 発 表 の 目 的
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 背景と目的1

そもそもベンダーロックインされていると何が問題なのか？

【２つの問題点】 

①電気設備の一部更新や設備の増設を行う際は、
既設ベンダーしか実施できない。

②仮にＡベンダーの監視装置がある機場に、Ｂベンダーが入った場合、
ベンダー間の接続が出来ず、情報のやりとり・共有が出来ない。

→中央監視室に、監視装置が２つ必要になる等、煩雑化したシステムになる。

【時代のニーズ】 
 あらゆる関係者の情報共有／公平な競争性の確保

相反する現状が生まれている
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・葉山町では、10年概成を目的に幹線及び面整備を急速に進めており、
令和7年度末にその整備が完了。

・整備完了後は、中継ポンプ場及び浄化センターには、
水処理1系列相当（2,300㎥/日）の流入水量が増加 →施設の増設が不可欠。

・加えて、既設中央監視装置が老朽化 →早急な改築・更新が求められている。

・令和3年当時、比較的大規模な事業を、
短工期の中で効率的かつ効果的に実施する必要があった。

葉山町の課題と背景

この課題を解決するために、事業スキームの検討を実施。(弊社にてFSを実施)

→FSの結果、DB+包括的民間委託という官民連携した事業スキームで、

実施する運びとなった。（葉山浄化センター等整備・運営事業）

→また、事業の中には、中央監視装置一式の更新を含み、

その中でベンダーロックイン解消に向けた取り組みを行った。

葉山浄化センター等整備・運営事業の実施

 葉山浄化センター等整備・運営事業の概要2
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要求水準書の抜粋
電気設備の要求水準において、

ベンダーロックイン解消に向けた記載をした。

DB事業のため、設計行為は受注者となり、

具体的な仕様等は書かず、

受注者に裁量を持たせた性能規定までの記載とした。

「使用するLANシステム及び通信プロトコルは、

オープンインターフェイスとすること。

特に中央監視室と設備コントローラの間は、

汎用プロトコルを使用した通信方式とすること」

電気設備の要求水準3

※プロトコルとは

 →情報をやりとりするための言語のこと。
 Aベンダーは自分で作ったA語で会話をするため、
 他ベンダーは何を話しているか分からない。
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オープンインターフェイスとベンダーフリー4

従来の中央監視システム構成 今回の中央監視システム構成

赤い線：どのベンダーでも対応できる通信ルール
（汎用プロトコル：例_日本語）にてシステム構成

他社の機器（コントローラ）が接続できない
→ベンダーロックイン状態

他社の機器（コントローラ）が接続できる
→ベンダーフリー状態

青い線：Ａベンダーしか対応できない通信ルール
（専用プロトコル：例_A語）にてシステム構成
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事業契約後の状況5

公募型プロポーザル方式によりJV業者が特定。
弊社は本事業のモニタリング事業者として現在参加中。

要求水準の中で規定した仕様は、その後どうなったか？

製作図書の抜粋
日本電機工業会で規格化されたFL-netが採用さ

れていることを確認。
→本プロトコルのソースコードはHPから
無償ダウンロード可能。

FL-netに接続されたSQC等の装置が、

共通認識を行うコモンメモリについて、
本工事で使用されるのが0512～2559であり、

2560～8703が予備領域であることを確認。

→今後他社機器が接続できる領域が
十分あることを確認。
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ＦL-netが実装されていることを図面上でも確認

赤線のイメージで、他社でも増設・接続が可能

現在制作中の監視制御システムの設計図

事業契約後の状況5
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ベンダーロックイン解消後の配慮事項6

今後、異なるベンダーが混在した未来が到来した場合に、
監視装置に関わる故障や不具合が発生した時は、どちらのベンダーに起因し
た不具合なのか、その責任所在と対応方法をはっきりさせた特記仕様書を作
成し、次期工事以降は、発注・契約していく必要がある。

①異なるベンダーが混在した際の配慮

どっちが悪い？
どっちの責任？
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ベンダーロックイン解消後の配慮事項6

これまでベンダーロックインされていた処理場では、何か不具合があった場合、

既設ベンダーに問い合わせをすれば問題の解決法や見解を聞くことができた。

しかし、ベンダーロックイン解消で複数ベンダーが入った場合は、どのベンダーに

起因するのか判断するための管理者側（発注者）の技術力の確保が必要となり、

工事発注時にも、オープン化に必要な電気設備の知識が必要であることに配慮する。

②管理者側に関する配慮

業者からの発注仕様に
関する質問突発的事故時の対処法

維持管理会社からの質問
見積依頼時の仕様設定

の見極め

維持管理時 工事発注時
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ベンダーロックイン解消後の配慮事項6

今回葉山町の場合は、中央監視装置及び現場監視装置を含む、監視制御設備一体

の更新工事であったため、抜本的なシステムの見直しが行えたが、

部分的な改築・更新を含む場合は、十分検討・配慮が必要である。

③既設システム把握の配慮

ここは交付
金を投じて
5年前に
更新した。

→処分制限
期間をまだ
超えていな
いので維持
する必要が
ある。

以下のような2ケースが混在する場合、
ＬＡＮの統一ができないため、導入が難しい etc..

ここは設置当初
のまま

→老朽化で更新
 が可能。
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★官民連携手法のような発注方式においても、

ベンダーフリーに向けた要求水準を入れて性能発注を行えば、

あらゆる関係者間で情報共有が可能な環境を整備することが可能となることを

確認した。

★本手法を適用して発注を行う場合は、

①責任分界点や、②発注者の技術力確保、③既設システムの詳細な把握、

等に配慮した上で、導入検討を行うことが重要である。

本発表のまとめ
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本知見が、今後の下水道事業電気設備業界の
更なる発展に寄与できれば本望です。

ご清聴ありがとうございました。
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